
事 務 連 絡 

平成 23 年９月 22 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 10） 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

  



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

社団法人 日本薬剤師会 御中 

社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護振興財団 御中 

日本病院団体協議会 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者広域連合 御中 

 



                           事 務 連 絡 

平成 23 年９月 22 日 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課( 部) 

 

 

厚生労働省保険局医療課   

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 10） 

 

 

 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成 22 年厚生労働省告示第

69 号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 22 年３月５日保医発 0305 第１号）等により、平成 22 年４

月１日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資

料を別添１のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



〈 別 添 １ 〉 

医科診療報酬点数表関係 

 

問１ 厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科

会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」

班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するＢ型肝炎に

ついて、新たな知見が示されているところである。この中で示されている

ようなＢ型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びＢ型肝炎ウイルス既

往感染者（それぞれ、肝炎症状がない者を含む）について、免疫抑制剤の

投与や化学療法を行う際、もしくはそれらを行った後に、Ｂ型肝炎の再活

性化を考慮して、ＨＢＶ核酸定量検査を行った場合に、これを算定するこ

とは可能か。 

（答） 
  医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。 

 

問２ 上記問に関連し、ＨＢＶ核酸定量検査により、現在、Ｂ型肝炎ウイルス

に感染していることが確認された患者に対して、免疫抑制剤の投与や化学

療法を行う際に、肝機能異常が認められない場合でも、核酸アナログ製剤

を投与し、これを算定することは認められるか。 

（答） 
免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている患者については、ＨＢＶ再活性化

に起因した肝炎は劇症化する頻度が高率であると報告されていることから、肝

機能の異常が確認されていない場合であっても投与対象と解されるため、医学

的に妥当かつ適切であれば算定して差し支えない。 
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